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っ
て
収
入
面
に
も
安
定
し
た
も
の
が

3
号

昭
和
蛎
拝
範
月
特
別
会
計
収
支
報
告

矯

得
ら
れ
る
に
違
い
な
い
と
確
信
致
し
ま
す
。

本
会
の
企
画
も
山
積
し
て
お
り
ま
す
が
、
会
員
諸
先
生
の
温

ー

い
御
理
解
と
、
強
力
な
御
支
援
に
よ
り
、
実
行
し
た
い
も
の
と

符

念
じ
て
お
り
ま
す
o

　
　

会
務
報
告

第
五
回
理
事
会
･支
部
長
会

報
…
日

時

昭
和
45
年
鉾
月
29
日

午
後
!
時
!
3
時

会
【
と
こ
ろ

札
幌
市
定
山
渓

パ
レ
ス
ホ
テ
ル

出
席
者

理
事
側

渡
辺
会
長
、
藤
山
、
星
!
:
!副
会
長

犬
飼
、
久
保
田
、
長
谷
川
、
成
沢
、
成
田
、
後
藤

政

石
川
、
森
口
、
平
賀
、
伏
見
(代
細
木
)、
荒
、
関

行

毀

真
貝
、
黒
島

細
井

道

監
事
:
!
西
川
、
田
村

海

議

事

と

○
総
務
部
提
案

汪

ー
号

記
念
式
典
概
要
報
告

犬
飼
総
務
部
長
よ
り
報
告
あ
り

2
号

昭
和
46
年
度
日
行
達
総
会
の
北
海
道
で
開
催
の
件

北
海
道
で
開
催
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の

で
、
特
別
委
員
会
を
作
っ
て
準
備
を
す
す
め
る
こ

,と
0

と
こ
ろ
は
虻
田
郡
洞
爺
で
開
催
す
る
こ
と
に
内
定
。

0
企
画
部
提
案

号

ー
号

幻
周
年
記
念
式
典
収
支
決
算
報
告
監
事
の
監
査
を

第

受
け
る
方
が
望
ま
し
い
。
総
会
ま
で
に
監
査
す
る
こ

、と
0

2
号

昭
和
45
年
10
月
末
収
支
報
告

4
号

会
費
及
び
会
費
納
入
に
関
す
る
規
定

46
年
度
よ
り
会
費
値
上
げ
の
提
案

慎
重
審
議
の
結
果
、
値
上
げ
は
止
む
を
得
な
い
と
し

て
も
そ
の
幅
に
つ
い
て
論
議
し
50
%
値
上
げ
は
妥
当

な
と
こ
ろ
だ
と
の
結
論
を
得
た
。

本
会
に
500
円

支
部
交
付
金
薊
円

日
行
連
負
担
金
50
円

計

畑
円
の
会
費
に
し
て
4
月
ー
日
よ
り
実
施
す

る
こ
と
。

そ
れ
に
対
し
留
萠
支
部
の
理
事
よ
り
全
面
的
に
不
賛

成
の
意
志
表
示
あ
り
。

5
号

入
会
金
に
関
す
る
規
定

現
在
000
円
を
脚
円
と
す
る
。

6
号

弔
慰
規
定

7
号

役
員
及
び
職
員
の
旅
費
手
当
等
の
支
給
内
規

8
号

財
政
調
整
基
金
の
設
定
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る

規
程以

上
3
件
は
内
規
で
あ
る
の
で
会
則
改
正
の
認
可

な
し
で
実
施
出
来
る
。

9
号

昭
和
46
年
度
予
算
案
は
審
議
未
了

以
上

次
い
で
引
続
き
支
部
長
会

出
席
者

渡
辺
会
長
、
藤
山
、
星
副
会
長

森
口
、
黒
凸島
、
細
井
、
今
村
、
荒
、
中
沢
、
佐
藤

灰
原
、
村
瀬
、
尾
越
(代
細
木
)

議
事
に
先
だ
ち
支
部
長
会
の
性
格
に
つ
い
て
話
い
合
い
今

後
支
部
長
の
運
営
を
次
の
通
り
に
す
る
こ
と
に
決
定
。

会
則
に
よ
っ
て
議
長
、
副
議
長
を
選
定
し
て
お
く
こ

"と
0

議
長
が
招
集
す
る
場
合
と
会
長
が
招
集
す
る
場
合
が

あ
る
が
原
則
と
し
て
議
長
が
招
集
す
の
が
正
し
い
。

謹

賀

新

年

清
ら
か
な
新
春
を
迎
え

御
繁
栄
を
祈
り
上
げ
ま
す

昭
和
四
十
六
年
元
旦

北
海
道
行
政
書
士
会

札
幌
市
南
一
条
西
五
丁
目

愛
生
館
ピ
ル
4

階

副会常経常企常総常
〃 " 〃 " 任理任画任務任 " 〃△

理部理部理部理 宍
事長事長事長事 長長

会

長

渡

辺

慶

吉
(札
幌
)

副
会
長

藤

山

利

夫
(
"
)

"

星

享

克
(
〃

)

"

榎

波

弥
一
郎
(十
勝
)

犬

飼

竹

治
(札
幌
)

長
谷
川

寿

延
(
〃

〕

久
保
田

文

雄
(
"
)

成

沢

梅
次
郎
(
〃

)

有

馬

範

治
(
“
)

成

田

正

幸
(
“
)

後

藤

勲
空̂
知
)

石

川

常
次
郎
(室
蘭
)

理

事
/
森

口

松
太
郎
(札
幌
)

“

佐
々
木

行

雄
(十
勝
)

"

平

賀

昌

夫
(
"
)

"

伏

見

勇
(釧
路
)

〃

/
荒

慶
次
郎
(旭
川
)

"

/
関

野

久

吉
(留
萠
)

/
森

谷

正

八
(空
知
)

/
真

貝

四

郎
(網
走
)

"

/

黒

島

宇
吉
郎
(函
館
)

/
細

井

伊
三
郎
小̂
樽
)

監

事
!
西

川

正

信
(旭
川
)

　

　
　
　
　

　

明
け

ま
し

て

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

会

長

渡

辺

慶

吉

躍
進
の
年
を
迎
え
会
員
皆
様
の
ご
健
闘
を
祝
福
申
し
上
げ
ま

す
。昨

年
は
行
政
書
士
法
制
定
二
十
周
年
記
念
式
典
を
盛
大
に
挙

行
し
会
員
の
み
さ
ん
と
共
に
立
派
に
成
人
し
た
喜
び
を
共
に
し

祝
福
と
、
併
せ
て
我
等
の
業
務
の
重
要
性
を
深
く
自
覚
し
た
も

の
で
あ
り
ま
す
。
本
年
は
そ
の
自
覚
の
も
と
に
一
段
と
研
讃
を

重
ね
行
政
書
士
の
関
係
法
律
と
附
随
す
る
技
術
に
精
進
す
べ
く

努
力
す
る
年
で
あ
ろ
う
と
思
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
何
卒
会
員

の
み
な
さ
ん
必
要
な
る
法
律
の
解
明
と
技
術
を
身
に
つ
け
る
た

め
そ
れ
等
の
研
修
、
講
習
を
開
催
し
、
ベ
テ
ラ
ン
書
士
と
な
る

こ
と
を
希
望
し
て
止
み
ま
せ
ん
。

更
に
近
年
ク
ロ
ー
ズ
･
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
交
通
事
故
の
処

理
の
み
で
も
事
故
死
全
国
一
位
の
本
道
に
と
っ
て
行
政
書
士
が

敏
速
に
処
理
出
来
得
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

尚
自
動
車
保
険
土

(仮
称
)
の
誕
生
の
き
ざ
し
も
見
え
始
め

つ
つ
あ
る
が
そ
れ
の
阻
止
の
た
め
に
も
事
故
処
理
業
務
は
特
に

勉
強
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
勇
躍
突
進
の
亥
の
年
!

成
人
し
た
本
会
は
自
力
を
以
っ
て
成
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

年
だ
と
つ
く
づ
く
味
わ
っ
て
い
ま
す
。

会
員
ご
一
同
の
ご
健
康
と
一
層
の
ご
発
展
を
祈
念
し
て
新
年

の
ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

新

年

に

の
ぞ
み

企
画
部
長

長
谷

川

寿
延

新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
の
意
味
で
騒
が

れ
た
七
0
年
も
終
烏
群
が
り
･

一
九
七
一
年
の
新
年
げ
迎
え
･

い
よ
い
よ
行
政
書
士
も
二
十
一
年
目
に
入
っ
た
わ
け
で
、
軍
国

主
義
た
け
な
わ
の
時
代
で
あ
れ
ば
徴
兵
検
査
と
い
う
一
つ
の
け

じ
め
の
年
に
当
り
、
自
他
共
に
一
人
前
の
人
間
と
し
て
認
め
ら

れ
る
年
で
あ
り
ま
す
。

昨
年
二
十
周
年
記
念
式
典
に
あ
た
り
、
各
人
が
新
た
な
決
意

を
燃
や
さ
れ
た
事
が
数
多
く
あ
り
ま
し
ょ
う
o

社
会
的
に
広
く
行
政
書
士
業
務
を
認
識
さ
せ
、
我
々
自
体
も

大
い
に
研
讃
し
て
飛
躍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

本
年
も
昨
年
に
引
き
続
き
本
会
に
と
っ
て
は
慌
た
だ
し
い
一

年
に
な
り
そ
う
で
す
。

日
行
連
総
会
が
本
道
に
於
い
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決
定

し
、
そ
の
た
め
に
特
別
準
備
委
員
が
結
成
さ
れ
、
真
の
本
道
会

員
の
実
態
を
披
露
す
る
と
共
に
、
北
海
道
を
紹
介
す
る
一
つ
の

機
会
と
な
る
訳
で
、
本
会
と
し
も
初
の
経
験
で
遺
漏
の
な
い
様

慎
重
を
期
し
て
お
り
ま
す
。

又
昨
年
来
行
政
書
士
業
務
と
し
て
新
し
く
ク
ロ
ー
ズ
･
ア
ッ

プ
さ
れ
た
業
務
に
自
賠
責
保
険
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
組
織
的
に
活
動
し
な
い
限
り
、
中

途
半
端
に
終
る
事
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
本
会
に
お
い
て
は

自
動
車
保
険
専
門
部
会
を
新
設
し
て
研
修
指
導
に
取
り
組
み
た

い
と
企
画
致
し
て
お
り
ま
す
が
、
昨
年
も
数
支
部
に
於
い
て
研

修
会
が
開
催
さ
れ
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
様
で
す
の
で
、

本
会
に
お
い
て
は
テ
キ
ス
ト
も
充
分
用
意
し
て
お
り
螫
す
し
、

又
要
請
さ
れ
れ
ば
講
師
の
派
遣
に
も
応
じ
て
お
り
ま
す
の
で
、

特
に
未
開
催
の
支
部
に
於
い
て
は
、
会
員
の
意
向
を
固
め
て
是

非
研
修
会
を
実
施
さ
れ
ま
す
様
切
望
致
し
ま
す
。
尚
、
既
に
実

施
さ
れ
た
支
部
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
よ
り
高
度
の
も
の
え
と

数
回
繰
り
近
え
さ
れ
ま
す
こ
と
に
よ
り
、
一
層
の
効
果
が
期
待

で
き
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。

行
政
書
士
法
改
正
も
真
近
か
に
う
か
が
え
ら
れ
る
昨
今
、
我

々
の
資
質
の
向
上
は
勿
論
で
ず
が
、
業
と
し
て
行
な
う
以
上
利

潤
の
追
及
な
く
し
て
安
定
し
た
生
活
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
カ

ネ
に
な
る
商
売
と
い
え
ば
野
卑
に
響
く
心
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

○
支
部
長
会
の
議
長
i
ー
森
口
札
幌
支
部
長

支
部
長
会
の
副
議
長
!
村
瀬
十
勝
支
部
長
と
決
定

諸

事

森
口
議
長

本
日
の
議
案
は
支
部
長
会
の
意
見
を
き
い
て
理
事
会

に
附
議
す
る
の
が
頭
当
で
な
か
っ
た
か
!
:
の
意
見

を
述
べ
議
事
を
進
め
た
。

藤
山
副
会
長
よ
り
理
事
会
の
状
況
報
告

議
長
ー
!
今
の
報
告
に
よ
り
支
部
長
会
と
し
て
独
自

の
審
議
を
望
む
。

0
審
議
内
容

-
、
会
費
の
値
上
は
市
、
町
村
と
の
区
別
で
は
ど
う

か
。

行
政
書
士
の
質
の
向
士
と
業
務
の
発
展
か
ら
当
然

で
あ
る
。

慎
重
審
議
の
結
果
値
上
幅
は
理
事
会
で
決
定
さ
れ

た
線
に
落
着
く
。

2
、
入
会
金
を
安
く
し
て
多
く
入
会
さ
せ
て
は
ど
う

か
。

‘

資
格
を
と
っ
て
も
入
会
し
な
い
も
の
が
あ
る
の
で

入
会
金
を
高
く
し
て
少
数
精
鋭
主
義
で
進
め
た
方

が
よ
い
。

非
行
政
書
士
の
取
締
り
を
厳
に
し
て
会
の
発
展
を

期
せ
ら
れ
た
い
等
の
意
見
あ
り
。

以
上

0
日
行
連
常
任
理
事
会

【
、
日

時

昭
和
45
年
乾
月
9
日
z
10
日

一
、
場

所

東
京
都
文
京
区
本
駒
込
五
丁
目

日
行
達
事
務
局

一
、
出
席
者

橋
本
会
長
、
種
本
、
渡
辺
、
佐
野
!
副
会
長

藤
山
、
青
木
、
大
倉
、
三
原
、
鈴
木
、
伊
藤

.
･

原
、
植
村
、
井
上

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

-小
松
(静
岡
)、
毛
利

会
田



山
)、
勅
使
河
原
(郡
馬
)

事
務
局

2
人

(第55号)

一、
審
議
事
項

ー
、
日
行
連
臨
時
総
会
開
催
要
求
の
件

2
、
日
行
達
会
費
滞
納
整
理
の
件

3
、
支
部
長
会
議
開
催
要
求
の
件

4
、
自
動
車
保
険
士
法
案
に
関
す
る
件

5
、
法
改
正
の
件

6
、
関
東
支
部
会
費
不
納
の
件

7
、
法
改
正
陳
藩
…の
件

0
日
行
連
理
事
会

一
、
日

時

て

と
こ
ろ

昭
和
45
年
=
月
26
日

正
後

名
古
屋
市
中
区
三
の
九
一
丁
目
七
番
二
号

桜

花

会

館

政

一、
審
議
事
項

一行
"

ー
、
報

告

道

法
改
正
運
動
経
過
並
び
に
修
正
案

海

2
、
臨
時
総
会
招
集
要
求
に
つ
い
て

ヒ

･北
海
道
会
、
関
東
支
部
、
九
州
支
部
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
譜

ゴ

求
の
要
点
説
明
。

3
、
日
行
達
会
費
不
納
通
知
に
つ
い
て

処
理
方
法
を
常
任
理
事
に
一
任

4
、
日
行
達
を
退
会
し
た
単
会
の
処
置
に
つ
い
て
之
れ
も
常

任
理
事
会
に
一任

5
、
日
行
達
会
費
納
入
要
請
方
法

目
一

1

6
、
自
動
車
保
険
士
等
法
制
化
反
対
運
動
に
つ
い
て

月

7
、
日
行
連
副
会
長
で
あ
る
種
本
次
左
先
生
の
叙
勲
に
つ
い

艀

て

糾

8
、
全
国
支
部
長
会
開
催
の
可
否
に
つ
い
て

昭

9
、
昭
和
46
年
度
定
時
総
会
の
場
所
に
つ
い
て

書 士 会 報

な北
誣
逼
者
開
催
す
る
こ
乏
に
決
定

鎚
,支
部
会
報

日

閑

｢福
祉
年
金
｣
の
制
定
発
足

月

一一、
協
議
事
項

年

H

二
十
周
年
記
念
受
賞
者
に
旅
費
支
給
に
つ
い
て

稗

□

業
務
分
担
の
変
更

昭

帥

福
祉
年
金
に
つ
い
て
の
確
認
事
項

◎
4
、
札
幌
支
部
研
修
会

日

時

昭
和
45
年
腹
月
5
日

午
後
ー
時

と
こ
ろ

札
幌
市
南
3
条
西
5
丁
目

三
川
屋
会
館

課

題

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
手
続

会

費

師

第
一
火
災
海
上
保
険
相
互
会
社
札
幌
支
店

士

自
動
車
保
険
査
定
事
務
所

喜
一

査
定
主
査

田

中

典

之

政

@
旭
川
支
部
研
修
会

一打道

日

時

昭
和
45
年
=
月
22
日

午
前
9
時
と
午
後
5
時

海

と
こ
ろ

旭
川
市
宮
下
通
8
丁
目

フ
サ
ヒ
ピ
ル
6
階

北

研
修
議
題

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
の
適
用
に
つ
い
て

講

師

旭
川
市
自
動
車
損
害
賠
償
査
定
事
務
所
長

田

村

和

男
先
生

旭
川
地
方
裁
判
所
判
事

上

野

茂
先
生

出
席
者

範

名

粉
研
修
内
容
概
要

第

事
故
発
生
よ
り
事
件
送
致

(検
察
庁
)
ま
で
自
賠
法
に
よ

(

る
事
故
発
生
よ
り
事
故
終
了
ま
で
取
扱
う
べ
き
事
例
、
判

例
等
。

出
席
者

課

題

　

　

自
動
車
保
険
に
つ
い
て

ぬ
、
会
議
出
席
旅
費
一時
立
替
方
承
認
の
お
願
い

=
、
法
改
正
の
取
纏
め
方
は
常
任
理
事
会
に
一任以

上

支
部
だ
よ
り

◎
1
、
札
幌
支
部
研
修
会

日

時

昭
和
45
年
10
月
作
日

午
後
ー
時

と
こ
ろ

札
幌
市
南
3
条
西
5
丁
目

三
川
屋
会
館

課

題

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
手
続

講

師

札
幌
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険

査
定
事
務
所
長

石
井
景
実
氏

出
席
者

町

名

⑩
2
、
札
幌
支
部
研
修
会

日

時

と
こ
ろ

課

題

講

師

出
席
者

日

時

と
こ
ろ

課

題

講

師

出
席
者

昭
和
45
年
10
月
31
日

午
後
ー
時

札
幌
市
南
3
条
西
5
丁
目

三
川
屋
会
館

建
設
業
登
録
申
請
及
び
変
更
申
請
手
続

石
狩
支
庁
拓
殖
課
主
事

武
蔵
外
征
氏

れ

名

◎
3
、
札
幌
支
部
研
修
会

昭
和
45
年
餌
月
14
日

午
後
ー
時

札
幌
市
南
3
条
西
5
丁
目

三
川
屋
会
館

相
続
税
、
贈
与
税
、
譲
渡
税
、
所
得
税
青
色
申
告

中
税
務
署
、
課
長
補
佐

菊

地

肇

氏

印

名

参
′

⑤
十
勝
支
部
研
修
会

日

時

昭
和
45
年
9
月
22
日

午
後
-
時
2
6
時

と
こ
ろ

帯
広
市
西
5
条
南
8
丁
目

労
働
会
館

講

師

北
海
道
行
政
最
士
会
函
館
支
部
長

黒
島
宇
吉
郎
先
生

◎
釧
路
支
部
定
例
役
員
会

日

時

昭
和
45
年
ゆ
月
8
日

午
後
6
時
55
分
z

と
こ
ろ

釧
路
市
浦
見
町
2
丁
目

伏
見
顧
問
宅

出
席
者

顧

問
(本
会
理
事
)

伏

見

勇

支
部
長

･

尾

越

勝

典

副
支
部
長

大

沢

清

同

新

藤

直

常
任
理
事
(本
会
代
議
員
)
細

木

貞

治

理

事
(本
会
代
議
員
)
森

谷

嘉
一郎

同

八

巻

救

国

同

前

田

紀
久
男

監

事

‐

中

島

寛

議

事尾
越
支
部
長
の
挨
拶

本
年
は
行
政
書
士
法
制
定
20
周
年
に
あ
た
り
10
月
25
日
札

幌
市
に
於
い
て
記
念
式
典
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
役
員
諸
君
も
出
席
さ
れ
た
い
。

一
、
報
告
事
項

H

会

計

□

会
員
移
動

同

二
十
周
年
記
念
表
彰
者
決
定

画

購
入
物
品

ー 4 ー

2
、
大
会
委
員
長
挨
拶

3
、
支
部
長
挨
拶

4
、
来
賓
祝
辞

田

中

書

昔

村

瀬

茂

渡

辺

会

長

元
支
部
長

喜

多

章

明

前
支
部
長

佐
々
木

行

雄

5
、
表
彰
状
交
付

6
、
功
労
者
感
謝
状

7
、
祝

電
.

町
村
知
事
外

偽
通

一-
-

⑩
胤
商
支
部
講
習
会
爵

一
、
日

時

n
月
15
日

午
後
o
時
30
分

一
、
と
こ
ろ

北
見
市
八
条
一
丁
目

む
つ
み
会
館

一、
研
修
科
目

ー
、
交
通
事
故
発
生
状
況

2
、
交
通
事
故
と
示
談

3
、
交
通
事
故
証
明
に
つ
い
て

以
上
に
就
い
て
道
警
北
見
方
面
本
部
交
通
課

太

田

警

部

自
賠
責
保
険
に
つ
い
て

黒
島
宇
吉
郎
先
生

十

勝

支

部
、

法
加
周
年
記
念
式
典

一
、
日

時

一
、
と
こ
ろ

一、
来

賓

て

式

順

ー
、
開
会
の
辞 昭

和
45
年
11
月
幹
目

午
後
ー
時

帯
広
市
西
3
条
南
=
丁
目
2

日
本
橋
食
堂

十
勝
支
庁
総
務
課

代
理

帯
広
市
長

代
理

木

下

武
氏

本
会
々
長

渡

辺

慶

吉
氏

元
支
部
長

喜

多

章

明
氏

前
支
部
長

佐
々
木

行

雄
氏

　
　
　
　
　

　

　

　
　

躍
は汁蠣
鼓絲
愚
田
中
重
顕氏

釧
路
司
法
書
士
会
長

佐
々
木

行

雄
氏

福

原
･
英

雄



欧

州

の

窓

(其
の
る

ロ
ン
ド
ン
の
交
通
に
思
う
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霧
の
都
そ
し
て
世
界
三
大
都
市
の
一
つ
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の

首
都
ロ
ン
ド
ン
に
旅
行
し
た
の
は
、
昭
和
四
十
三
年
六
月
下
旬

で
、
同
月
二
十
六
日
午
前
九
時
バ
リ
ー
の
飛
行
場
を
飛
だ
た
っ

て
一
時
間
程
に
し
て
ロ
ン
ド
ン
空
港
に
着
い
た
。
そ
こ
か
ら
自

動
車
で
四
十
数
分
に
し
て
市
の
中
央
部
に
無
事
到
達
で
き
た
。

ロ
ン
ド
ン
は
北
樺
太
と
同
じ
よ
う
な
地
理
的
位
置
に
あ
り
な

が
ら
、
メ
キ
ス
コ
暖
流
の
お
か
げ
で
気
候
温
暖
で
六
月
の
最
高

気
温
は
二
十
度
、
年
中
で
最
も
暑
い
七
月
で
二
十
二
度
く
ら
い

と
な
る
が
、
困
る
程
の
暑
さ
に
は
な
ら
な
い
。
市
街
は
テ
ー
ム

ズ
川
口
か
ら
六
〇
キ
ロ
程
上
流
の
両
岸
に
形
成
さ
れ
た
都
市
で

海
と
は
運
河
で
通
じ
イ
ギ
リ
ス
一
の
大
海
港
で
あ
り
、
気
温
は

年
間
を
通
じ
涼
し
く
気
温
の
差
が
少
な
く
最
も
寒
い
一
月
で
二

度
く
ら
い
に
な
る
。

人
口
は
三
百
五
十
万
ぐ
ら
い
。
大
ロ
ン
ド
ン
と
い
わ
れ
る
隣

接
の
都
市
を
加
え
る
と
八
百
万
を
超
え
る
大
都
市
圏
で
世
界
的

な
貿
易
港
で
あ
り
、
海
陸
交
通
の
要
所
と
な
っ
て
い
る
。

ロ
ン
ド
ン
一
帯
の
地
下
は
粘
土
質
の
た
め
何
十
階
と
高
い
建

築
物
は
不
適
当
で
、
新
し
く
で
き
た
市
街
で
も
そ
れ
ら
高
層
建

築
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
市
街
の
大
部
分
は
欧
州
の
外

の
国
々
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
数
百
年
以
前
の
建
物
が
多
く
建

物
自
体
は
近
代
的
で
は
な
い
し
、
町
の
道
幅
も
狭
く
道
路
は
碁

盤
の
目
の
よ
う
で
は
な
く
、
小
広
場
等
を
中
心
と
し
た
放
射
状

に
出
来
て
い
る
。
こ
れ
ら
建
物
は
四
五
階
の
同
じ
よ
う
な
家
屋

が
は
て
し
も
な
く
続
き
各
家
屋
に
は
同
じ
高
さ
の
煙
筒
が
林
立

し
て
い
る
が
み
ノ屋
は
殆
ん
ど
出
し
て
い
ね
い
。
か
っ
て
は
メ
モ

なさ
ノも

業

務
-資

料

-
企

画

部

ー

和

昭
和
四
十
五
年
七
月
一
日
付
で
、
所
得
税
に
関
す
る
取
扱
通

昭

達
が
全
面
的
改
正
又
は
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
所
得
税
基
本
通
達

が
制
定
さ
れ
て
、
こ
れ
が
同
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

こ
の
改
正
所
得
税
基
本
通
達
に
は
、
日
常
の
給
与
計
算
及
び

源泉徴収事務
にあた
。グミ
是非知
淳
氏おく必要
のあ
る

会

通
達
を
選
ん
で
掲
載
し
て
見
ま
し
た
の
で
御
参
考
に
し
て
い
た

土

だ
き
た
い
o

一、
給
与
等
に
か
か
る
課
税
所
得
と

書

非
課
税
所
得
の
区
分
に
つ
い
て

政

(非
課
税
と
さ
れ
る
旅
費
の
範
囲
)

漸

所
得
税
法
第
九
条
算

項
第
四
護

語
与
所
得
を
有
す
る
者

海

が
勤
務
す
る
場
所
を
離
れ
て
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
旅
行

ヒ

を
し
、
若
し
く
は
転
任
に
伴
う
転
居
の
た
め
の
旅
行
を
し
た
場

.]

合
、
又
は
就
職
も
し
く
は
退
職
を
し
た
者
、
も
し
く
は
死
亡
に

よ
る
退
職
を
し
た
者
の
遺
族
が
こ
れ
ら
に
伴
う
転
居
の
た
め
の

旅
行
を
し
た
場
合
に
、
そ
の
旅
行
に
必
要
な
支
出
に
充
て
る
た

め
支
給
さ
れ
る
金
品
で
、
そ
の
旅
行
に
つ
い
て
通
常
必
要
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
｣
に
は
所
得
税
を
課
さ
な
い
と
し
て
い

ま
す
が
、
そ
の
際
の
非
課
税
と
さ
れ
る
金
品
は
、
そ
の
旅
行
者

)

に
対
し
て
勤
務
先
か
ら
そ
の
旅
行
に
必
要
な
運
賃
、
宿
泊
料
、

号弱

移
転
料
等
の
支
出
に
充
て
る
も
の
と
し
て
支
給
さ
れ
る
金
品
の

第(

う
ち
、
そ
の
旅
行
の
目
的
、
目
的
地
、
行
路
も
し
く
は
期
間
の

長
短
、
宿
泊
の
要
否
、
旅
行
者
の
職
務
の
内
容
お
よ
び
地
位
な

昭和46年 I月博日

総
務
部
長

犬

飼

竹

治

ッ
ク
の
た
め
自
動
車
の
交
通
が
で
き
な
く
な
る
ば
か
り
で
な

く
、
煤
煙
に
よ
る
公
害
が
ひ
ど
か
っ
た
が
今
は
改
善
さ
れ
て
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

欧
州
の
外
の
国
々
を
ま
わ
っ
て
ロ
ン
ド
ン
に
入

っ
て
見

る

と
、
日
本
の
ど
こ
か
に
来
た
よ
う
な
錯
覚
を
お
ぼ
え
る
の
で
あ

る
。
イ
ギ
リ
ス
は
欧
州
で
は
た
だ
一
つ
の
日
本
と
同
じ
交
通
の

仕
方
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
市
民
も
ゆ
っ
た
り
と
し

て
お
り
、
日
本
人
に
は
感
情
も
よ
く
近
親
感
を
お
ぼ
え
る
。
た

だ
黒
人
を
よ
く
見
か
け
る
し
、
山
高
帽
を
冠
っ
た
紳
士
が
コ
ー

モ
リ
を
腕
に
か
け
歩
っ
て
い
る
の
が
よ
く
目
に
つ
く
が
腰
雨
が

時
々
や
っ
て
き
て
も
そ
の
紳
士
達
は
少
し
く
ら
い
で
は
そ
の
コ

!
モ
リ
を
開
か
な
い
。
こ
の
コ
ー
モ
リ
は
細
巻
き
程
上
等
と
さ

れ
、
そ
の
コ
ー
モ
リ
を
巻
く
商
売
が
い
て
細
く
巻
く
程
高
く
な

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

次
に
目
に
つ
く
の
は
足
の
悪
い
人
で
、
杖
を
用
い
不
自
由
に

歩
っ
て
い
る
人
が
以
外
に
多
い
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
日
照
時
間
が

少
な
い
か
ら
人
の
健
康
に
影
響
し
て
い
る
わ
け
で
、
常
に
日
光

に
浴
す
る
こ
と
は
非
常
に
大
切
に
し
て
い
る
わ
け
が
よ
く
わ
か

る
の
で
あ
る
。
バ
ス
の
屋
根
も
硝
子
で
で
き
て
い
て
、
天
気
の

日
に
は
車
の
中
で
も
日
あ
た
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し

て
あ
り
、
そ
れ
に
勤
め
人
等
は
天
気
の
日
に
は
仕
事
を
休
ん

で
、
日
な
た
ぼ

っ
こ
を
す
る
な
ら
わ
し
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
交
通
の
問
題
で
す
が
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
鉄
道
が
十
数
本

各
方
面
に
伸
び
、
殊
に
地
下
鉄
は
深
い
こ
と
で
は
世
界
一
で
あ

り
、
そ
の
路
線
延
長
は
東
京
よ
り
百
キ
ロ
増
の
四
百
キ
ロ
く
ら

い
。
し
か
し
乗
客
は
東
京
の
方
が
は
る
か
に
多
く
な

っ
て
い

る
。
そ
れ
は
定
員
乗
車
の
問
題
が
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
電

車
で
も
バ
ス
で
養
幹
部
踵
席
が
あ
っ
て
こ
れ
が
定
員
鰹
な
っ
て

ど
か
ら
み
て
、
を
繁
雄
行
に
通
常
必
要
と
さ
れ
る
費
櫓
の
支
出

に
充
て
ら
れ
る
範
囲
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

な
お
、
通
常
必
要
と
認
ら
れ
る
範
囲
の
金
品
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
を
判
定
す
る
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
項
を
勘
案
し

て
行
な
い
ま
す
。

の

そ
の
支
給
額
が
、
役
員
及
び
使
用
人
の
す
べ
て
を
通
じ
て

適
正
な
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
て
い
る
基
準
に
よ
っ
て
計
算
さ

れ
て
い
る
か
ど
う
か
。

②

そ
の
支
給
額
が
、
同
業
種
、
同
規
模
の
他
の
企
業
が
一
般

に
支
給
し
て
い
る
金
額
に
て
ら
し
て
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も

の
か
ど
う
か
。

(非
課
税
と
さ
れ
る
旅
費
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
の
所
得
の
区

分
)前

記
の
、
そ
の
旅
行
に
通
常
必
要
と
さ
れ
る
費
用
の
支
出
に

充
て
ら
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
の
金
額
を
こ
え
て
支
給
さ
れ

た
と
判
定
さ
れ
る
金
品
の
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
超
え
る
部
分

の
金
額
の
生
じ
た
旅
行
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲

げ
る
所
得
の
収
入
と
し
ま
す
。

の

給
与
所
得
を
有
す
る
者
が
勤
務
す
る
場
所
を
離
れ
て
そ
の

職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
し
た
旅
行
に
つ
い
の
超
過
支
給
額

1
1
-
-
↓
給
与
所
得

②

給
与
所
得
を
有
す
る
者
が
転
任
に
伴
う
転
居
の
た
め
に
し

た
旅
行
に
つ
い
て
の
超
過
支
給
額

↓
給
与
所
得

③

就
職
を
し
た
者
が
そ
の
就
職
に
伴
う
転
居
の
た
め
に
し
た

旅
行
に
つ
い
て
の
超
過
支
給
額

↓
雑
所
得

④

退
職
を
し
た
者
が
そ
の
退
職
に
伴
う
転
居
の
た
め
に
し
た

旅
行
に
つ
い
て
の
超
過
支
給
額

↓
退
職
所
得

◎

死
亡
に
よ
る
退
し
た
者
の
遺
族
が
そ
の
死
亡
に
よ
る
退
職

守
ら
れ
る
が
、
電
車
の
場
合
一
箱
で
座
席
外
は
五
名
迄
車
掌
が

認
め
得
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
が
限
度
で
あ
り
、
外
国
人
が

東
京
の
混
雑
振
り
を
見
て
驚
く
の
も
よ
く
わ
か
る
気
が
す
る
わ

け
で
あ
る
。

自
動
車
は
ど
こ
の
国
で
も
多
く
な
っ
て
き
て
お
り
イ
ギ
リ
ス

で
は
四
人
に
一
台
く
ら
い
だ
ろ
う
か
、
壱
千
四
百
万
台
程
で
、

交
通
事
故
は
年
々
減
少
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
た
だ
き

た
い
の
で
あ
る
。
当
時
の
交
通
事
故
統
計
は

一
九
六
五
年

二
九
九
、
二
二
九
件

一
九
六
六
年

二
九
一、
七
二
五
件

一
九
六
七
年

二
七
六
、
九
四
二
件

六
九
年
に
は
そ
れ
を
更
に
下
回
っ
て
い
る
こ
と
が
発
表
さ
れ

て
お
り
、
昨
年
度
の
統
計
は
未
発
表
だ
が
お
そ
ら
く
増
加
す
る

こ
と
は
な
い
と
見
ら
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
も
年
々
少
な

く
な
っ
て
き
て
い
る
し
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
は
四
面
海
で
日
本
と

は
よ
く
似
て
い
る
。
そ
れ
で
日
本
で
も
事
故
を
少
な
く
す
る
こ

と
が
で
き
る
筈
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
学
ぶ
と

こ
ろ
が
多
く
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
で
は
歩
行
者
王
者
の
感
が
あ

り
、
歩
行
者
に
対
し
て
は
絶
対
に
無
理
な
運
転
は
し
な
い
。
運

転
者
に
気
の
毒
な
程
で
ど
こ
の
国
で
も
無
法
の
歩
行
者
が
あ
る

の
だ
が
、
歩
行
者
に
無
理
が
あ
っ
て
も
車
の
方
で
は
危
害
を
加

え
な
い
よ
う
に
よ
く
配
慮
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
そ
の
国
の
慣
習
と
人
の
生
命
に
よ
り
重
き
を
お
く
こ
と

で
あ
り
、
一
人
の
生
命
は
日
本
円
で
一
億
が
普
通
と
さ
れ
て
い

る
。
だ
か
ら
万
一
の
場
合
運
転
者
は
そ
の
大
き
な
責
任
を
負
わ

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
し
、
人
命
の
尊
重
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
深
く
認
識
し
そ
れ
を
運
転
の
上
に
現
わ
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

日
本
の
運
転
者
も
心
が
ま
え
を
基
本
的
に
考
え
な
お
す
必
要

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
無
免
許
で
、
お
酒
を
の
ん
で
、
ス
ピ
ー
ド

を
一
杯
出
し
て
衝
突
し
て
、
人
を
殺
し
て
、
こ
れ
ら
か
ら
ま
た

派
生
し
て
責
任
を
感
じ
、
ま
た
は
生
活
苦
な
ど
か
ら
親
子
心
中

と
か
自
ら
生
命
を
絶
つ
も
の
も
次
々
に
で
て
お
る
よ
う
に
、
交

通
事
故
は
大
へ
ん
お
そ
ろ
し
い
こ
と
を
よ
く
認
識
し
、
無
免
許

運
転
、
飲
酒
運
転
、
ス
ピ
ー
ド
違
反
運
転
の
三
つ
を
な
く
そ
う

で
は
な
い
か
。
そ
う
す
れ
ば
事
故
は
半
分
以
下
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
運
転
者
諸
兄
姉
の
奮
起
を
望
ん
で
や
ま
な
い
。

- 6 -

に
伴
う
転
居
の
た
め
に
し
た
旅
行
に
つ
い
て
の
超
過
支
給
額

-
ー
ー
ー
↓
退
者
所
得
(た
だ
し
、
所
得
税
法
第
九
条
第
そ

項
第
二
〇
号
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
遺
族
に
は
所
得
税
は
課

せ
ら
れ
ま
せ
ん
。)

(非
勤
役
員
等
の
出
勤
の
た
め
の
費
用
)

給
与
所
得
を
有
す
る
者
で
、
常
に
は
出
勤
を
要
し
な
い
会
社

そ
の
他
の
団
体
の
役
員
、
顧
問
、
相
談
役
又
は
参
与
な
ど
に
対

し
、
そ
の
勤
務
す
る
場
所
に
出
勤
す
る
た
め
に
行
な
う
旅
行
に

必
要
な
運
賃
、
宿
泊
料
等
の
支
出
に
充
て
る
も
の
と
し
て
支
給

さ
れ
る
金
品
で
、
社
会
通
念
上
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
支
給
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
給
さ

れ
る
金
品
の
う
ち
そ
の
出
勤
の
た
め
に
直
接
必
要
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
部
分
に
限
っ
て
は
、
一
般
給
与
所
得
者
に
つ
い
て
の

通
常
の
旅
費
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
取
扱
っ
て
結
構
で
す
。

(制
服
に
博
ず
る
事
務
服
、
作
業
服
な
ど
)

所
得
所
得
税
法
施
行
令
第
二
一
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
よ

り
、
職
務
の
性
質
上
制
服
を
着
用
す
べ
き
者
に
支
給
又
は
貸
与

さ
れ
る
制
限
そ
の
他
の
身
回
品
に
か
か
る
利
益
は
非
課
税
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
も
っ
ぱ
ら
勤
務
場
所
の
み
に
お
い
て
着
用
す

る
事
務
服
、
作
業
服
な
ど
も
制
服
に
準
じ
て
取
扱
っ
て
差
支
え

あ
り
ま
せ
ん
。

(職
務
の
遂
行
上
止
む
を
得
な
い
必
要
に
基
づ
き
貸
与
を
う
け

る
家
屋
な
ど
の
具
体
的
範
囲
)

所
得
税
法
施
行
令
第
二
一条
第
四
号
に
よ
り
｢職
務
の
遂
行

上
や
む
を
得
な
い
必
要
に
基
づ
き
使
用
者
か
ら
指
定
さ
れ
た
場

所
に
居
住
す
べ
き
者
が
そ
の
指
定
す
る
場
所
に
居
住
す
る
た
め

　
　

に
家
屋
の
貸
付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
る
利
益
｣
は
非
課
税
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
場
合
の
貸
付
を
受
け
る
家
屋
に
は
、
次

- 7 -
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に
掲
げ
る
様
な
も
の
が
該
当
し
ま
す
。

の

船
舶
乗
組
員
に
対
し
提
供
し
た
船
室

⑭

常
時
交
替
制
に
よ
り
昼
夜
作
業
を
縦
続
す
る
事
業
場
に
お

い
て
、
そ
の
作
業
に
従
事
す
る
た
め
常
時
早
朝
又
は
深
夜
に

出
退
勤
を
す
る
使
用
人
に
対
し
、
そ
の
職
務
に
従
事
さ
せ
る

必
要
上
提
供
し
た
家
屋
又
は
部
屋
。

③

通
常
の
勤
務
時
間
外
に
お
い
て
も
勤
務
を
要
す
る
こ
と
を

常
例
と
す
る
看
護
婦
、
守
衛
等
そ
の
職
務
の
遂
行
上
勤
務
場

所
を
離
れ
て
居
住
す
る
こ
と
が
困
難
な
使
用
人
に
対
し
、
そ

の
職
務
に
従
事
さ
せ
る
必
要
上
提
供
し
た
家
屋
又
は
部
屋
。

④

次
に
掲
げ
る
家
屋
又
は
部
屋
。

閉

早
朝
又
は
深
夜
に
勤
務
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
ホ
テ

ル
、
旅
館
、
牛
乳
販
売
店
等
の
住
込
の
使
用
人
に
対
し
提

供
し
た
部
屋
。

回

季
節
的
労
働
に
従
事
す
る
期
間
そ
の
勤
務
場
所
に
住
込

む
使
用
人
に
対
し
提
供
し
た
部
屋
。

内

鉱
山
の
掘
孫
場

(こ
れ
に
睫
接
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る

選
鉱
場
、
製
錬
場
等
そ
の
他
の
付
属
設
備
を
含
む
)
に
勤

務
す
る
使
用
人
に
対
し
提
供
し
た
家
屋
又
は
部
屋
。

回

紡
績
工
場
の
工
場
寄
宿
舎
そ
の
他
の
寄
宿
舎
で
事
業
所

等
の
構
内
又
は
之
に
隣
接
す
る
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る

も
の
の
部
屋
。

(使
用
人
等
に
学
資
金
等
と
し
て
支
給
さ
れ
る
金
品
)

使
用
者
か
ら
役
員
又
は
使
用
人
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
の

修
学
の
た
め
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
子
弟
の
修
学
の
た
め
の
学
資

金
等
と
し
て
支
給
さ
れ
る
金
品
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
役
員
又

は
使
用
人
に
対
す
る
給
与
等
と
し
て
取
扱
わ
れ
、
課
税
さ
れ
ま

す
。

(使
用
人
等
に
対
し
技
術
等
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
支
給
す
る

金
品
)

使
用
者
が
自
己
の
業
務
の
遂
行
上
の
必
要
に
基
づ
き
、
役
員

又
は
使
用
人
に
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
に
直
接
必
要
な
技
術
や
知
識

を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
、
又
必
要
な
免
許
や
資
格
を
取
得
さ
せ

る
た
め
の
研
修
会
や
講
習
会
の
出
席
費
用
と
か
大
学
等
に
お
け

る
聴
講
費
用
に
充
て
る
も
の
と
し
て
支
給
す
る
金
品
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
が
こ
れ
ら
の
費
用
と
し
て
適
正
な
も
の
で
あ
る
限
り

に
お
い
て
、
給
与
等
と
し
て
課
税
対
象
と
し
な
い
で
結
構
で

す
。

(以
下
次
号
)
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